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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータの地震時管制運転後に診断運転を実施する区間を、エレベータの全昇降行程
の一部に限定して設定する診断区間設定部と、
　地震時管制運転が実施された後、前記診断区間設定部によって設定された診断区間のみ
診断運転を実施し、前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった
場合に、全昇降行程の一部に限定してエレベータの運転を再開させる運転制御部と、
を備え、
　前記診断区間設定部は、前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見された
場合に、診断運転を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、前記異常が発見
された位置を除く他の一部に限定して再設定することを特徴とするエレベータの制御装置
。
【請求項２】
　地震発生時のエレベータのかごの状態を記憶するかご状態記憶部と、
　前記かご状態記憶部によって記憶された前記かごの状態に基づいて、地震時管制運転後
に診断運転を実施する区間を、エレベータの全昇降行程の一部に限定して設定する診断区
間設定部と、
　地震時管制運転が実施された後、前記診断区間設定部によって設定された診断区間のみ
診断運転を実施し、前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった
場合に、全昇降行程の一部に限定してエレベータの運転を再開させる運転制御部と、
を備え、
　前記診断区間設定部は、前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見された
場合に、診断運転を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、前記異常が発見
された位置を除く他の一部に限定して再設定することを特徴とするエレベータの制御装置
。
【請求項３】
　運転制御部は、診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に
、前記診断区間内の所定の範囲に限定してエレベータの運転を再開させることを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載のエレベータの制御装置。
【請求項４】
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　診断区間設定部は、エレベータが複数台設置されている場合に、運転再開時に前記複数
台のエレベータによって全昇降行程を昇降することができるように、地震時管制運転後に
診断運転を実施する区間を、前記全昇降行程の一部に限定して設定することを特徴とする
請求項１から請求項３の何れかに記載のエレベータの制御装置。
【請求項５】
　診断区間設定部は、地震時管制運転後に実施された診断運転において複数台のエレベー
タの少なくとも１台のエレベータに異常が発見された場合に、運転再開時に、異常が発見
されたエレベータを除く他のエレベータによって全昇降行程を昇降することができるよう
に、診断運転を実施する診断区間を再設定することを特徴とする請求項４に記載のエレベ
ータの制御装置。
【請求項６】
　エレベータの地震時管制運転後に診断運転を実施する区間を、エレベータの全昇降行程
の一部に限定して設定するステップと、
　地震時管制運転が実施された後、設定された診断区間のみ診断運転を実施するステップ
と、
　前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、全昇降行
程の一部に限定してエレベータの運転を再開するステップと、
　前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見された場合に、診断運転を再実
施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、前記異常が発見された位置を除く他の一
部に限定して再設定するステップと、
を備えたことを特徴とするエレベータの制御方法。
【請求項７】
　地震発生時のエレベータのかごの状態を記憶するステップと、
　記憶された前記かごの状態に基づいて、地震時管制運転後に診断運転を実施する区間を
、エレベータの全昇降行程の一部に限定して設定するステップと、
　地震時管制運転が実施された後、設定された診断区間のみ診断運転を実施するステップ
と、
　前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、全昇降行
程の一部に限定してエレベータの運転を再開するステップと、
　前記診断区間において実施された診断運転で異常が発見された場合に、診断運転を再実
施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、前記異常が発見された位置を除く他の一
部に限定して再設定するステップと、
を備えたことを特徴とするエレベータの制御方法。
【請求項８】
　診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、前記診断区間
内の所定の範囲に限定してエレベータの運転を再開するステップを備えたことを特徴とす
る請求項６及び請求項７に記載のエレベータの制御方法。
【請求項９】
　エレベータが複数台設置されている場合に、運転再開時に前記複数台のエレベータによ
って全昇降行程を昇降することができるように、地震時管制運転後に診断運転を実施する
区間を、前記全昇降行程の一部に限定して設定するステップを備えたことを特徴とする請
求項６から請求項８の何れかに記載のエレベータの制御方法。
【請求項１０】
　地震時管制運転後に実施された診断運転において複数台のエレベータの少なくとも１台
のエレベータに異常が発見された場合に、運転再開時に、異常が発見されたエレベータを
除く他のエレベータによって全昇降行程を昇降することができるように、診断運転を実施
する診断区間を再設定するステップを備えたことを特徴とする請求項９に記載のエレベー
タの制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この発明に係るエレベータの制御装置は、エレベータの地震時管制運転後に診断運転を
実施する区間を、エレベータの全昇降行程の一部に限定して設定する診断区間設定部と、
地震時管制運転が実施された後、診断区間設定部によって設定された診断区間のみ診断運
転を実施し、診断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、全
昇降行程の一部に限定してエレベータの運転を再開させる運転制御部と、を備え、診断区
間設定部は、診断区間において実施された診断運転で異常が発見された場合に、診断運転
を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、異常が発見された位置を除く他の
一部に限定して再設定するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、この発明に係るエレベータの制御装置は、地震発生時のエレベータのかごの状態
を記憶するかご状態記憶部と、かご状態記憶部によって記憶されたかごの状態に基づいて
、地震時管制運転後に診断運転を実施する区間を、エレベータの全昇降行程の一部に限定
して設定する診断区間設定部と、地震時管制運転が実施された後、診断区間設定部によっ
て設定された診断区間のみ診断運転を実施し、診断区間において実施された診断運転で異
常が発見されなかった場合に、全昇降行程の一部に限定してエレベータの運転を再開させ
る運転制御部と、を備え、診断区間設定部は、診断区間において実施された診断運転で異
常が発見された場合に、診断運転を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程のうち、
異常が発見された位置を除く他の一部に限定して再設定するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この発明に係るエレベータの制御方法は、エレベータの地震時管制運転後に診断運転を
実施する区間を、エレベータの全昇降行程の一部に限定して設定するステップと、地震時
管制運転が実施された後、設定された診断区間のみ診断運転を実施するステップと、診断
区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、全昇降行程の一部に
限定してエレベータの運転を再開するステップと、診断区間において実施された診断運転
で異常が発見された場合に、診断運転を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程のう
ち、異常が発見された位置を除く他の一部に限定して再設定するステップと、を備えたも
のである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、この発明に係るエレベータの制御方法は、地震発生時のエレベータのかごの状態
を記憶するステップと、記憶されたかごの状態に基づいて、地震時管制運転後に診断運転
を実施する区間を、エレベータの全昇降行程の一部に限定して設定するステップと、地震
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時管制運転が実施された後、設定された診断区間のみ診断運転を実施するステップと、診
断区間において実施された診断運転で異常が発見されなかった場合に、全昇降行程の一部
に限定してエレベータの運転を再開するステップと、診断区間において実施された診断運
転で異常が発見された場合に、診断運転を再実施する区間を、エレベータの全昇降行程の
うち、異常が発見された位置を除く他の一部に限定して再設定するステップと、を備えた
ものである。
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